いしかわ子育て支援施設等活動充実費補助金交付要綱
（目的）

第１条　県は、平成２２年度において、地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細やかな子育て支援活動を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。
（補助金交付対象者）

第２条　補助金交付対象者は、石川県内の保育所、幼稚園、児童館、児童家庭支援センター（以下「保育所等」という。）、次世代育成支援対策交付金で実施する地域子育て支援拠点事業に規定する拠点施設のうち保育所等と同一敷地内に開設又は併設するもの以外の拠点施設（以下「拠点施設」という。）の開設者（以下「補助事業者」という。）とする。

（補助対象事業、補助率及び費目）

第３条　補助事業者は、地域交流を図り、地域における子育て支援活動を促進するための補助対象事業を別表１に掲げる事業区分（内容）から選択（複数可）するものとする。この場合、補助事業者は、総事業費のうち、１０％以上を読書活動に充当しなければならないものとする。

２　補助金の補助率は、対象経費の１０分の１０とする。
３　補助対象事業の費目は、別表２のとおりとする。
　
（補助金の交付額）

第４条　補助金の交付額は、別表３の区分により積算した金額を上限とする。

２　補助金の交付額は、前項の金額又は実支出額のいずれか低い額とし、積算した金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
（補助金の交付申請）

第５条　規則第４条の規定による補助金交付申請書は、別記様式第１号によるものとする。

２　前項の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

　（１）事業計画書（別記様式第２号１，２）

　（２）収支予算書

　（３）その他知事が必要と認める書類
３　補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定めるとおりとする。

（決定の通知）

第６条　規則第５条の規定による補助金の交付の決定通知は、補助金交付決定通知書により行うものとする。

（補助事業の内容等の変更）

第７条　規則第６条第１項にある軽微な変更とは、次に掲げる以外の変更とする。

　（１）補助金額の増減を伴う変更
　（２）対象となる事業間の２０％を超える増減

　（３）補助事業の中止又は廃止

２　規則第６条第１項の規定による補助金の変更等の承認申請は、別記様式第３号によるものとし、当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
　（１）事業変更計画書（別記様式第４号１，２）

　（２）変更収支予算書

　（３）その他知事が必要と認める書類
（実績報告）

第８条　規則第１３条の規定による補助事業実績報告書は、別記様式第５号によるものとする。

２　前項の規定による補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

（１）実績報告書（別記様式第６号１，２）
（２）収支精算書

（３）その他知事が必要と認める書類
３　補助事業者は、実績報告書を、補助事業が完了した日から３０日以内又は平成２３年３月３１日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第９条　規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金額の確定通知書により行うものとする。

（補助金の請求）

第１０条　補助事業者は、前条の規定に基づく補助金の額の確定通知を受けたときは、請求書（別記様式第７号）を確定通知を受けた日から１０日以内に知事に提出するものとする。

（補助金の支払）

第１１条　知事は、前条の規定に基づく請求書を受理したときは、その日から３０日以内に、請求に係る補助金を支払わなければならない。

（補助金の返還等）

第１２条　知事は、当該事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

　（１）規則及びこの交付要綱の規定に違反したとき。
　（２）補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

　（３）その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（関係書類の整備）

第１３条　事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して、５年間保管しなければならない。

（報告及び検査等）

第１４条　知事は、必要があると認めるときは、事業者に対して事業の報告を求め、又は関係職員に命じ、前条の帳簿その他関係書類もしくは事業の執行状況等を検査させることができる。

（雑則）

第１５条　この要綱に定めのない事項については、別に定める。

　　　　附　則

　　この要綱は、平成２２年８月２０日から施行する。
別表３　基本額及び加算額について
	施設区分
	基本額
	規模別加算
	特別加算

	保育所
	1,000千円
	(H22.4.1時点の現員)
101~150人　100千円
151~200人　200千円
201~250人　300千円
251人～   　400千円

	特別保育の実施状況による加算
① 拠点施設の併設　　　 200千円

② マイ保育園又は類似事業の実施

300千円
③ 子育て力向上事業　　 200千円
④ プラン作成　　　　   300千円

	幼稚園
	1,000千円
	(H22.5.1時点の現員)

101~150人　100千円
151~200人　200千円
201~250人　300千円
251人～   　400千円

	· マイ保育園又は類似事業の実施     

300千円

子育て支援事業の実施による加算

① 子育て相談　　　　　 100千円

② 子育て井戸端会議　　 100千円

③ 未就園児保育　　　　 100千円

④ 園庭・園舎開放　　　 100千円

⑤ 子育てサークル等支援 100千円

⑥ 子育て情報提供　　　 100千円

⑦ 子育て講座・講演会　 100千円

	拠点施設
	1,000千円
	なし
	開放日による加算

① 週５日　　　　　　　 200千円

② 週６日以上　　　　　 400千円

	児童家庭支援センター
	1,000千円
	なし
	なし

	児童館
	500千円
	児童センター 200千円
	なし


※マイ保育園又は類似事業の実施とは、マイ保育園登録事業又は金沢市が実施する子育て夢ステーション事業を実施している園をいう。
※子育て力向上事業とは子育て力向上モデル事業を実施している園をいう。

※プラン作成とは、マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業における子育て支援プランの作成実績のある園をいう。

※①子育て相談～⑦子育て講座・講演会とは、文部科学省による「幼児教育に係る実態調査」で規定する事業を実施する園をいう。

※児童センターとは、児童館のうち体力増進活動を図り、年長児童の育成機能を有している施設をいう。
別表１　補助対象事業

	事業区分
	事業内容

	読書活動
	絵本等を活用した子育て支援活動

	体育活動
	体育用具等を活用した子育て支援活動

	音楽芸術活動
	楽器、絵の具等を活用した子育て支援活動

	食育活動
	食育に関わる子育て支援活動

	その他活動
	上記以外の子育て支援活動


別表２　補助対象経費について

	費　　　目
	報償費（謝金）、旅費（講師、職員）、需用費（消耗品費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費）、使用料及び賃借料（借上料）、備品購入費


